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（概要版）佐野市市民活動推進計画（第５期）（令和８年度～令和 11年度） 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

   人口減少や少子高齢化による人口構造の変化、価値観の多様化やライフスタイルの変化

によるコミュニティの希薄化等、市民、市民活動団体等を取り巻く情勢の大きな変化と新

たなニーズに対応するため、また、第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画や、佐

野市市民活動推進条例の基本理念、SDGs の推進を踏まえ「佐野市市民活動推進計画（第

５期）を策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

   本計画は、協働による自治の推進の必要性を定めた佐野市自治基本条例を踏まえ、佐野

市市民活動推進条例や佐野市災害ボランティア活動推進条例に基づき、市民活動の推進に

関する施策を総合的に策定し実施するための目標や取組をまとめた。また、上位計画であ

る第２次佐野市総合計画基本構想・後期基本計画の部門計画として位置付けられる。 

 

３ 計画期間 

 令和８(2026)年度から令和 11(2029)年度までの４年間 

 

第２章 市民活動・市民協働の理念 

 

市民活動・市民協働の理念 

  佐野市市民活動推進条例（抜粋） 

（基本理念） 

第３条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働す 

ることにより市民活動を推進するものとする。 

２ 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければなら

ない。 

 

第３章 市民活動の現状と課題 

 

将来を担う若い世代への啓発や人材の育成、外国人市民（※）を含めた市民の誰もが参画

できるための場の提供、町会活動等の担い手確保について更なる推進が必要である。 

  ・市民活動の新たな担い手となる若い世代への啓発強化 

  ・外国人市民を含めた市民の誰もが市民活動に参加できる機会の提供 

  ・町会活動等の負担軽減策としてデジタル技術を活用した町会運営の支援 

  （※）市内に居住・勤務・在学している外国人 
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第４章 市民活動を推進するための取組 

計画の体系 

【基本理念】 市民参加による自立したまちづくり 
 

基本目標 推進施策 推進事業 

１市民参画・

協働の理解促

進 

１ .協働の基本的な

考え方の理解促進 

①市民活動情報の収集・提供 

②市民への周知・啓発 

③若い世代への啓発強化 

④市職員の理解促進 

２ .市民参画のため

の場の提供 

①外国人市民を含めた誰もが市民活動に参加で

きる機会の提供 

②誰もが市政に参画できる機会の提供 

３ .災害ボランティ

ア活動の推進 

①市民への周知・啓発 

②災害ボランティア活動の推進に向けた場の提

供 

２市民活動団

体への支援 

１ .市民活動団体の

育成と支援 

①市民活動参画支援事業等の推進 

②市民活動補償制度の運用 

２ .市民活動を担う

人材の育成 

①協働の担い手の育成 

②相談業務の充実 

３ .市民活動センタ

ーの充実 

①情報の収集・提供及び広報支援 

②情報交換・学習会の実施 

③相談業務の充実 

④市民活動センターの利用促進 

⑤コーディネート機能の向上 

３多様な主体

との連携強

化 

１ .事業者等との協

働の推進 

①協働事業の推進 

②市民活動団体・事業者との協働 

③高校・大学等との連携 

４地域活動の

充実 
１.町会支援 

①情報の提供 

②地域と地域担当職員との連携強化 

③町会活動の拠点整備支援 

④デジタル技術活用の町会運営支援 
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施策の展開 

 

 

推進施策１ 協働の基本的な考え方の理解促進 

  ①市民活動情報の収集・提供 ②市民への周知・啓発 ③若い世代への啓発強化 

  ④市職員の理解促進  

取組内容 

・「広報さの」や市民活動情報紙を通じた市民活動に関する情報提供や活動事例の紹介 

・市民活動への自主的、主体的参加を促すための講演会や講座の実施 

・市民活動の新たな担い手となる若い世代に対する啓発強化 

 推進施策２ 市民参画のための場の提供 

①外国人市民を含めた誰もが市民活動に参加できる機会の提供 

②誰もが市政に参画できる機会の提供 

取組内容 

・市民が新たに市民活動に参加する機会や交流を図る場の提供 

・外国人市民に対して市民活動に参加しやすい状況づくり 

・各審議会等において、こども・若者・女性の意見聴取や登用の促進を図る 

推進施策３ 災害ボランティア活動の推進 

①市民への周知・啓発 ②災害ボランティア活動の推進に向けた場の提供 

取組内容 

・「佐野市災害ボランティア活動推進条例」の理解促進 

 

 

 

 推進施策１ 市民活動団体の育成と支援 

①市民活動参画支援事業等の推進 ②市民活動補償制度の運用 

取組内容 

・住み良いまちづくりに貢献する事業に対する補助金の交付 

・市民活動補償制度の周知・運用 

 推進施策２ 市民活動を担う人材の育成 

①協働の担い手の育成 ②相談業務の充実 

取組内容 

・協働の新たな担い手の発掘、活動実践者を登用した事業の実施 

推進施策３ 市民活動センターの充実 

①情報の収集・提供及び広報支援 ②情報交換・学習会の実施 ③相談業務の充実 

④市民活動センターの利用促進 ⑤コーディネート機能の向上 

取組内容 

・市民活動センターにおけるコーディネート機能の向上 

 

基本目標１ 市民参画・協働の理解促進 

基本目標２ 市民活動団体への支援 
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推進施策１ 事業者等との協働の推進 

①協働事業の推進 ②市民活動団体・事業者との協働 ③高校・大学等との連携 

取組内容  

・市民活動団体と事業者間の交流会を開催 

・高校、大学等の専門的知識や学生の視点での取組を生かした連携事業の推進 

 

 

 

 

 推進施策１ 町会支援 

①情報の提供 ②地域と地域担当職員との連携強化 ③町会活動の拠点整備支援 

④デジタル技術活用の町会運営支援 

取組内容  

・町内連絡網の構築や生成 AIなどデジタル技術を活用した町会運営支援 

 

 

第５章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

  市民活動推進委員会（市長の附属機関） 

  市民活動推進本部（関係部長）・幹事会（関係課長） 

  市民協働推進員（課長等の職にある職員） 

 

２ 計画の進行管理等 

（１）各課等において、協働に関する事業の調査及び検証を行う 

（２）市民活動推進委員会員は、事業の取組状況を調査審議し、事業実施における助言を行う 

（３）市民活動推進本部は、市民活動の推進における全庁的な評価、改善に向けた取組を行う 
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基本目標３ 多様な主体との連携強化 

基本目標４ 地域活動の充実 


